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題

一

　

私
は
、
前
号
『
修
道
法
学
』
第
四
三
巻
第
二
号
に
、「
法
典
編
纂
期
愛
媛
県

に
お
け
る
法
学
教
育
の
草
創
│
│
松
山
講
法
会
と
海
南
研
法
会
を
中
心

に
│
│
」
を
掲
載
し
た
。

　

本
文
の
記
述
に
あ
た
っ
て
は
、
愛
媛
県
の
法
律
学
修
・
研
究
団
体
の
消
息

を
伝
え
る
「
海
南
新
聞
」
記
事
に
依
拠
し
た
。
そ
し
て
、
上
記
論
考
の
末
尾

に
「
史
料
」
編
と
し
て
、
該
当
記
事
を
「
Ⅰ
松
山
講
法
会
関
係
新
聞
記
事
」

「
Ⅱ
海
南
研
法
会
関
係
新
聞
記
事
」「
Ⅲ
高
松
法
律
会
関
係
新
聞
記
事
」
に
分

け
て
掲
載
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
Ⅲ
高
松
法
律
会
関
係
新
聞
記
事
」
に
掲
載
す
べ
き
記
事
資
料

1
点
を
見
逃
し
て
い
た
こ
と
を
、
前
記
論
考
の
校
正
作
業
の
最
終
段
階
に
お

い
て
発
見
し
た
。
ま
た
宇
和
島
の
法
律
研
究
会
に
つ
い
て
は
、
前
記
「
史
料
」

編
に
項
目
を
立
て
て
掲
載
し
て
い
な
い
が
、
新
聞
記
事
に
よ
り
つ
つ
本
文
中

に
言
及
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
執
筆
時
に
見
落
と
し
て
い
た
関

係
記
事
が
二
点
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

　

私
は
、
右
三
点
の
記
事
は
、
宇
和
島
お
よ
び
高
松
の
両
法
律
研
究
会
の
意

宇
和
島
お
よ
び
高
松
の
法
律
研
究
会

│
│
法
典
編
纂
期
愛
媛
県
に
お
け
る
法
学
教
育
の
草
創
・
補
遺
│
│

矢　
　

野　
　

達　
　

雄

＜
資　
　

料＞
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義
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
号
掲

載
史
料
に
遺
漏
が
あ
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
見
落
と
し
て
い

た
三
点
の
記
事
を
「
補
遺
」
の
形
で
補
い
た
い
と
思
う
。
な
お
史
料
掲
載
に

あ
た
っ
て
は
、
前
号
と
の
重
複
を
恐
れ
ず
、
両
法
律
研
究
会
関
係
の
記
事
を

時
系
列
に
沿
っ
て
並
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、
新
聞
記
事
の
「
補
遺
」

に
加
え
、
両
研
究
会
に
関
与
し
た
法
律
関
係
者
の
経
歴
を
併
せ
て
掲
載
す
る
。

二

　

ま
ず
宇
和
島
の
法
律
研
究
会
に
つ
い
て
は
、〈
宇
―
1
〜
3
〉
の
三
点
の
記

事
を
掲
載
し
た
。
こ
の
う
ち
前
稿
執
筆
時
に
参
照
し
た
の
は
、〈
宇
―
3
〉
の

み
で
あ
り
、〈
宇
―
1
・
2
〉
が
新
し
い
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
明

治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
四
月
に
宇
和
島
で
法
律
研
究
会
が
設
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
法
律
研
究
会
は
、
会
員
は
約
三
〇
名
で
、
判
事

の
近
藤
熊
孺
〔
財
産
法
担
当
〕、
安
積
勇
三
郎
〔
刑
法
担
当
〕
お
よ
び
代
言
人

の
坂
義
三
〔
治
罪
法
担
当
〕
が
講
師
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す

る
。〈
宇
―
2
〉
に
よ
る
と
、
講
師
の
う
ち
近
藤
熊
孺
は
、
二
一
年
五
月
に
高

松
に
転
任
す
る
こ
と
に
な
り
、
送
別
会
を
開
い
た
と
あ
る
。
近
藤
は
、
転
任

後
早
々
に
高
松
の
研
究
会
に
参
加
し
た
こ
と
が
〈
高
―
5
〉
で
確
認
で
き
る
。

　

そ
の
後
、
同
研
究
会
に
関
す
る
記
事
は
途
切
れ
る
が
、
研
究
会
が
継
続
的

に
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
民
・
刑
法
分
野
の
み
な
ら
ず
商
法
に
つ
い
て
も

学
修
・
研
究
が
開
始
さ
れ
て
い
た
（
た
だ
し
開
始
時
期
は
不
明
で
あ
る
）
こ

と
が
〈
宇
―
3
〉
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
そ
の
後
商
法
研
究
会
は
、
明
治
二

三
年
一
二
月
の
商
法
施
行
延
期
法
成
立
に
よ
り
、
研
究
熱
が
低
下
し
一
時
休

会
し
て
い
た
が
、
再
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
等
も
〈
宇
―
3
〉
に
よ

り
分
か
る
。

　

ま
た
、
同
研
究
会
に
関
与
し
て
い
た
代
言
人
と
し
て
、
坂
義
三*

・
山
村
豊

次
郎
・
清
水
新
三
の
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
宇
和
島
の
代
言

人
組
合
を
代
表
す
る
有
力
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
後
掲
リ
ス
ト
を
参
照
さ
れ
た

い
。

* 

坂
義
三
の
表
記
に
つ
い
て
、〈
宇
―
1
〉
お
よ
び
松
本
哲
泓
編
『
代
言

人
事
典
』
で
は
、「
阪
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
新
聞
記
事
の
多
く

や
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
媛
県
史
・
近
代
上
』（
一
九
八
九

年
）、
島
津
豊
幸
編
著
『
愛
媛
県
の
百
年
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
八

八
年
）
そ
の
他
愛
媛
県
関
係
の
人
名
録
等
で
は
「
坂
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る
。

三

　

高
松
の
法
律
研
究
会
に
つ
い
て
は
、
今
回
加
え
た
史
料
は
〈
高
―
3
〉
の

み
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
会
に
関
与
し
た
法
曹
関
係
者
の
名
前
を
か

な
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
長
で
あ
る
須
古
織
之
助
（
検
事
）

の
ほ
か
、
判
事
と
し
て
小
川
正
治*

、
土
屋
兼
雄
、
近
藤
熊
孺
の
三
氏
お
よ
び

代
言
人
と
し
て
田
尾
貫
吾**

の
名
前
は
す
で
に
前
回
史
料
で
あ
が
っ
て
い
る
。

今
回
は
こ
れ
に
加
え
、
判
事
試
補
と
し
て
宮
田
〔
英
太
郎
〕***

、
代
言
人
と

し
て
尾
崎
幾
三
郎
、
日
比
野
何
限
、
真
鍋
佐
太
郎
、
川
口
萬
之
助
、
六
車
與
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平
、
松
本
茂
ら
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
お
そ
ら
く
一
般
会
員
で
あ

ろ
う
が
、
会
社
役
員
、
郡
吏
、
教
員
な
ど
計
五
名
の
氏
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、

「
始
め
は
会
員
少
数
な
り
し
も
次
第
に
隆
盛
に
向
ひ
目
下
は
余
程
盛
ん
な
り
」

と
い
う
同
会
の
活
動
を
裏
書
き
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
高
松
の
法
律
研
究
会
は
、
発
足
が
明
治
二
〇
年
九
月
で
あ
り
、

松
山
講
法
会
の
発
足
（
二
一
年
四
月
）
よ
り
も
半
年
ほ
ど
早
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
法
曹
の
関
与
度
に
関
し
て
、
講
師
と
し
て
活
動
実
蹟
が
ど
の
程
度
あ
っ

た
か
不
明
で
あ
る
が
、
多
く
の
代
言
人
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ

う
で
あ
る
。

　

前
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
明
治
九
年
八
月
以
降
讃
岐
地
域
は
伊
予
地
域

と
と
も
に
愛
媛
県
の
一
部
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
讃
岐
地
域
に
お
い
て

は
早
く
か
ら
予
讃
分
県
の
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
運
動
の
奏
功
に
よ
っ

て
、
愛
媛
県
と
香
川
県
の
二
県
と
な
る
の
は
、
明
治
二
一
年
一
二
月
三
日
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
明
治
一
〇
年
代
を
通
し
裁
判
所
の
本
庁
も
松
山
に
置

か
れ
、
讃
岐
地
域
の
裁
判
所
は
松
山
始
審
裁
判
所
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
名

称
も
松
山
始
審
裁
判
所
高
松
支
庁
（
高
松
治
安
裁
判
所
）
等
で
あ
り
、
分
県

し
た
香
川
県
に
高
松
地
方
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
る
の
は
、
明
治
二
三
年
一
一

月
裁
判
所
構
成
法
の
施
行
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
松
の
法
律
研
究
会
が
松
山
講
法
会
よ
り
発
足
の
時

期
も
早
く
、
法
曹
の
参
加
と
い
う
点
で
も
充
実
し
て
い
た
の
は
、
注
目
さ
れ

る
点
で
あ
る
。

  * 

〈
高
―
3
〉
に
は
「
小
河
」
と
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
小
川
正
治
の
誤

り
で
あ
ろ
う
。

 ** 

〈
高
―
3
〉
で
は
、「
田
尾
貫
吉
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
田
尾
貫
吾

の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。

*** 

〈
高
―
3
〉
で
は
、「
宮
田
判
事
試
補
」
と
記
載
さ
れ
る
に
と
ど
ま

る
が
、「
職
員
録
」
か
ら
宮
田
英
太
郎
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

四

　

最
後
に
、
両
研
究
会
に
関
与
し
た
法
曹
の
経
歴
等
に
つ
い
て
、
現
在
判
明

す
る
範
囲
で
記
載
し
た
。
判
事
・
検
事
に
つ
い
て
は
、
一
人
（
小
川
正
治
）

を
除
き
経
歴
等
を
明
ら
か
に
す
る
文
献
に
接
し
な
か
っ
た
の
で
、
明
治
二
一

年
「
職
員
録
」
に
依
り
同
年
段
階
の
勤
務
裁
判
所
お
よ
び
職
名
を
記
載
し
た
。

そ
の
ほ
か
代
言
人
等
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
文
献
か
ら
引
用
し
た
。
引
用
文

献
名
に
つ
い
て
は
略
称
を
使
用
し
た
。
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
文
献
の
編

著
者
お
よ
び
関
係
者
各
位
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

松
本
哲
泓
編
『
代
言
人
事
典
』
ユ
ニ
ウ
ス
、
二
〇
一
六
年
…
…「
代
言

人
」
と
略
す

松
本
哲
泓
編
『
明
治
法
曹
履
歴
事
典
』
香
里
園
松
本
法
律
事
務
所
、
二

〇
一
七
年
〜（
現
在
分
冊
第
四
〇
号
ま
で
刊
行
）…
…「
明
治
法
曹
」
と

略
す

愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
媛
県
史
・
人
物
』
一
九
八
九
年
…
…

「
愛
媛
・
人
物
」
と
略
す
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「
政
党
員
名
簿
」（
近
代
史
文
庫
編
『
明
治
前
期
政
治
運
動
史
料
第
二
輯
』

一
九
六
三
年
）…
…「
政
党
」
と
略
す

【
史　
　
　

料
】

ⅰ　

宇
和
島
法
律
研
究
会
関
係
新
聞
記
事

〈
宇
―
1
〉

「
海
南
新
聞
」
第
三
一
四
三
号　

明
治
二
一
年
三
月
三
一
日
﹇
雑
報
﹈

○
法
律
研
究
会

宇
和
島
の
有
志
者
は
判
事
近
藤
熊
孺
、
安
積
勇
三
郎
、
及
代
言
人
阪マ
マ

義
三
の

三
氏
に
依
嘱
し
て
講
師
と
な
し
題
号
の
如
き
会
を
設
く
る
こ
と
に
決
し
去
る

廿
七
日
同
地
桜
町
壱
岐
某
の
宅
に
於
て
右
に
関
す
る
協
議
会
を
開
き
三
氏
を

始
め
会
す
る
者
三
拾
余
名
に
て
規
則
其
他
該
会
に
関
す
る
重
要
な
る
こ
と
を

相
談
し
ゝ
も
議
論
白
出
早
速
議
の
纏
る
べ
う
も
見
え
ざ
り
し
か
ば
遂
に
委
員

三
名
を
撰
び
取
調
べ
し
む
る
こ
と
と
な
り
其
第
一
回
は
来
四
月
二
日
に
開
く

こ
と
と
な
し
た
り　

了
り
て
同
地
袋
町
三
間
屋
に
於
て
三
氏
を
招
待
し
兼
て

会
員
の
懇
親
会
を
開
き
酒
間
数
氏
の
演
説
等
あ
り
主
客
共
に
歓
を
尽
し
て
午

後
十
二
時
全
く
散
会
せ
り　

因
み
に
云
ふ
同
会
に
於
て
差
当
り
研
究
す
べ
き

科
目
は
刑
法
〔
安
積
勇
三
郎
〕
財
産
法
〔
近
藤
熊
孺
〕
治
罪
法
〔
阪
義
三
〕

等
に
て
尚
ほ
追
々
講
師
を
増
聘
し
且
其
科
目
を
も
増
す
見
込
な
り
と
云
ふ

〈
宇
―
2
〉

「
海
南
新
聞
」
第
三
一
八
二
号　

明
治
二
一
年
五
月
一
七
日
﹇
雑
報
﹈

○
送
別
会

宇
和
島
桜
町
に
設
立
し
あ
る
法
律
研
究
会
の
講
師
判
事
近
藤
熊
孺
氏
は
今
度

高
松
へ
転
任
せ
し
に
付
此
程
同
会
場
に
於
て
同
氏
の
為
め
会
員
一
同
よ
り
送

別
会
を
開
き
会
員
総
代
山
村
豊
次
郎
氏
の
演
説
近
藤
熊
孺
氏
の
答
辞
等
も
あ

り
た
り
と
云
ふ

〈
宇
―
3
〉

「
海
南
新
聞
」
第
四
〇
〇
三
号　

明
治
二
四
年
二
月
一
〇
日
﹇
雑
報
﹈

○
宇
和
島
の
商
法
研
究
会
（
来
る
第
三
土
曜
日
よ
り
清
水
新
三
宅
で
開
会
）

は
過
日
来
年
末
に
際
し
て
商
売
一
般
多
望
を
極
め
し
と
且
つ
同
法
実
施
の
延

期
と
な
り
し
よ
り
会
員
中
之
れ
を
中
止
せ
ん
な
と
唱
ふ
る
も
の
あ
り
て
一
時

は
休
会
中
な
り
し
が
右
は
今
回
い
よ
い
よ
継
続
す
る
こ
と
に
決
し
来
る
第
三

土
曜
日
よ
り
同
地
鋸
町
清
水
新
三
氏
宅
に
て
開
会
す
る
筈
な
り
と
ぞ

ⅱ　

高
松
の
法
律
会
関
係
新
聞
記
事

〈
高
―
1
〉（
前
稿
㉔
）

「
海
南
新
聞
」
第
二
九
九
三
号　

明
治
二
〇
年
九
月
二
二
日
﹇
雑
報
﹈

○
法
律
会

高
松
に
て
は
須
古
検
事
及
該
地
代
言
人
諸
氏
の
発
企
に
て
同
会
を
設
け
已
に

去
る
十
七
日
同
地
東
浜
な
る
泉
又
平
氏
の
別
荘
に
於
て
其
第
一
回
を
開
き
た

り　

同
日
会
長
は
須
古
検
事
な
り
し
と
云
ふ
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四
二
四

四
二
四

〈
高
―
2
〉（
前
稿
㉖
）

「
海
南
新
聞
」
第
三
一
七
六
号　

明
治
二
一
年
五
月
一
〇
日
﹇
雑
報
﹈

○
法
律
討
論

高
松
の
裁
判
官
並
び
に
免
許
代
言
人
其
他
有
志
者
の
結
合
に
て
去
る
五
日
午

後
八
時
よ
り
同
地
倶
楽
部
に
於
て
法
律
の
討
論
を
為
せ
り　

其
問
題
は
民
事

「
給
料
の
契
約
な
く
人
の
代
理
を
為
し
た
る
者
は
追
て
給
料
を
請
求
し
得
る
や

否
や
」
に
て
第
一
説
代
理
契
約
は
無
償
な
る
が
故
請
求
し
能
は
ず　

第
二
説

自
然
法
よ
り
論
じ
請
求
し
得
る
と
云
ふ
に
在
り
て
第
一
説
多
数
な
り
し　

又

刑
事
は
「
丁
年
者
十
二
歳
以
下
の
者
と
共
に
罪
を
犯
し
た
る
と
き
は
仍
ほ
犯

人
多
数
の
故
を
以
て
加
重
す
る
や
否
や
」
に
て
第
一
説
犯
人
を
加
重
す
る
こ

と　

第
二
説
犯
人
を
加
重
せ
ざ
る
こ
と
と
云
ふ
に
在
り
て
第
一
説
多
数
な
り

し
由〈

高
―
3
〉

「
海
南
新
聞
」
第
三
一
八
一
号　

明
治
二
一
年
五
月
一
六
日
﹇
雑
報
﹈

○
法
律
研
究
会

高
松
の
法
律
研
究
会
は
客
年
十
月
頃
開
設
し
た
る
も
の
に
て
始
め
は
会
員
少

数
な
り
し
も
次
第
に
隆
盛
に
向
ひ
目
下
は
余
程
盛
ん
な
り　

既
に
去
る
十
二

日
午
後
七
時
よ
り
商
工
会
議
所
に
討
論
会
を
開
き
た
る
に
出
席
者
頗
ぶ
る
多

か
り
し
由　

又
会
長
は
須
古
検
事
に
し
て
会
員
の
重
立
ち
し
人
々
は
宮
田
判

事
試
補
、
小
河
判
事
、
代
言
人
尾
崎
幾
三
郎
、
日
比
野
何
限
、
真
鍋
佐
太
郎
、

川
口
萬
之
助
、
六
車
與
平
、
田
尾
貫
吉マ

マ

、
松
本
茂
、
会
社
役
員
久
保
田
太
喜

万
、
郡
吏
宮
地
喜
蔵
、
宮
阪
作
次
郎
、
辻
太
吉
、
教
員
上
野
茂
吉
郎
等
の
諸

氏
な
り
と
聞
け
り

〈
高
―
4
〉（
前
稿
㉘
）

「
海
南
新
聞
」
第
三
二
二
〇
号　

明
治
二
一
年
六
月
三
〇
日
﹇
雑
報
﹈

○
研
法

高
松
研
法
会
に
て
は
去
る
二
十
三
日
同
地
兵
庫
町
倶
楽
部
に
於
て
定
期
会
を

開
き
刑
事
問
題
は
発
題
者
田
尾
貫
吾
氏
に
て
「
茲
に
甲
者
あ
り
乙
者
が
私
に

所
有
す
る
刑
法
第
百
五
十
七
条
の
物
品
即
ち
陸
海
軍
の
用
に
供
す
る
銃
砲
弾

薬
を
窃
取
し
た
る
と
き
は
甲
者
の
所
分
如
何
す
べ
き
か
」
と
云
ふ
に
て
「
乙

者
に
所
有
権
あ
り
て
甲
者
有
罪
」
に
決
す　

又
刑
〔
民
ノ
誤
リ
カ
？
〕
事
問

題
は
発
題
者
小
川
正
治
氏
に
て
「
売
買
を
約
す
る
に
方
り
売
主
買
主
共
に
詐

欺
の
所
為
あ
り
た
る
と
き
は
双
方
よ
り
取
消
を
求
め
得
る
や
」
と
云
ふ
に
て

「
取
り
消
す
」
に
決
す　

且
つ
同
会
は
従
来
会
員
の
親
族
朋
友
に
限
り
特
に
傍

聴
を
許
し
来
り
し
が
去
る
二
十
三
日
よ
り
是
等
の
人
と
雖
も
傍
聴
を
謝
絶
す

る
こ
と
と
な
せ
し
と
聞
く

〈
高
―
5
〉（
前
稿
㉙
）

「
海
南
新
聞
」
第
三
二
二
二
号　

明
治
二
一
年
七
月
三
日
﹇
雑
報
﹈

○
研
法

高
松
研
法
会
は
一
昨
々
日
開
き
た
り　

問
題
は
治
罪
法
発
題
者
須
古
織
之
助

氏
に
て
「
原
裁
判
言
渡
書
中
に
記
載
あ
る
数
罪
倶
発
の
場
合
に
於
て
其
一
罪
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四
二
三

四
二
三

に
対
し
て
上
告
を
為
し
た
る
場
合
に
大
審
院
は
上
告
外
の
部
分
も
破
毀
す
る

権
あ
る
や
否
や
」
民
事
発
題
者
土
屋
兼
雄
氏
に
て
「
戸
主
甲
生
前
に
其
次
男

丙
に
財
産
全
部
を
贈
与
す
る
の
遺
嘱
証
書
を
製
し
て
丙
に
与
へ
甲
死
し
た
る

後
ち
丙
は
右
証
書
の
通
り
財
産
の
全
部
を
受
け
分
籍
を
な
し
た
り　

然
る
に

長
男
乙
は
遠
方
よ
り
皈
り
来
り
家
名
を
相
続
し
た
る
に
財
産
一
品
も
之
れ
な

き
に
付
丙
に
係
り
財
産
分
与
を
求
め
た
り　

右
乙
請
求
相
立
つ
べ
き
や
否
や

但
し
参
考
遺
嘱
証
書
確
実
に
し
て
親
族
三
名
の
連
署
あ
り
」
予
備
刑
事
発
題

者
近
藤
熊
孺
氏
に
て
「
老
媼
風
呂
敷
包
を
肩
に
し
て
山
道
を
通
過
す　

丁
壮

乙
者
其
包
を
取
ら
ん
と
欲
す　

後
よ
り
其
包
み
を
引
き
た
る
所
甲
者
不
意
に

引
か
れ
た
る
為
め
手
を
離
し
た
る
に
依
り
乙
者
は
之
を
取
り
去
る　

右
乙
者

の
処
分
如
何
」
と
云
ふ
に
あ
り

〈
高
―
6
〉（
前
稿
㉚
）

「
海
南
新
聞
」
第
三
三
六
五
号　

明
治
二
一
年
一
二
月
二
一
日
﹇
論
説
﹈

○
法
律
研
究
会

丸
亀
の
代
言
人
赤
尾
勘
太
氏
は
本
籍
は
同
地
九
番
町
に
在
れ
ど
も
身
は
重
も

に
高
松
に
あ
り
て
訴
訟
代
言
等
の
事
に
従
ひ
居
る
と
の
こ
と
な
る
が
今
度
丸

亀
南
條
町
四
十
六
番
戸
大
西
澤
造
と
云
ふ
人
と
組
合
同
横
町
岡
田
為
三
方
に

て
来
年
一
月
十
三
日
よ
り
毎
日
曜
日
に
法
律
研
究
会
を
開
く
筈
の
由

ⅲ　

宇
和
島
・
高
松
の
法
律
研
究
会
に
関
与
し
た
法
曹

【
宇
和
島
】

〈
判
検
事
〉

①　

安
積
勇
三
郎

松
山
始
審
裁
判
所
宇
和
島
治
安
裁
判
所
判
事
（
明
治
二
一
年
「
職
員
録
」

に
よ
る
）

②　

近
藤
熊
孺

松
山
始
審
裁
判
所
宇
和
島
治
安
裁
判
所
判
事
（
明
治
二
〇
年
「
職
員
録
」

に
よ
る
）

〈
代
言
人
〉

①　

阪
義
三

嘉
永
五
年
九
月
〜
？
。
族
籍
、
愛
媛
県
士
族
。
出
身
地
、
高
知
県
。
明

治
九
年
、
高
知
に
お
い
て
代
言
免
許
を
受
け
る
が
、
明
治
一
一
年
廃
業

す
る
。
し
か
し
、
明
治
一
三
年
一
二
月
、
再
度
、
高
知
に
お
い
て
代
言

免
許
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
明
治
一
九
年
こ
ろ
ま
で
に
宇
和
島
に
移
転
。

愛
媛
県
会
議
員
と
な
る
。
明
治
二
一
年
、
明
治
二
二
年
、
宇
和
島
代
言

人
組
合
会
長
。
明
治
二
六
年
五
月
一
日
、
松
山
地
裁
検
事
局
に
弁
護
士

登
録
。
明
治
四
〇
年
七
月
八
日
、
弁
護
士
登
録
取
消
。
朱
髯
頬
を
覆
い
、

自
ら
朱
髯
公
と
称
す
る
。（
以
上
、「
代
言
人
」
一
四
三
頁
）

坂
義
三

嘉
永
五
年
〜
昭
和
七
年
（
一
八
五
二
〜
一
九
三
二
）
政
治
運
動
家
。
自
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四
二
二

四
二
二

由
党
の
遊
説
員
と
し
て
宇
和
島
地
方
の
民
権
運
動
を
鼓
舞
し
た
。
嘉
永

五
年
九
月
九
日
、
土
佐
国
土
佐
郡
赤
石
で
士
族
の
子
に
生
ま
れ
た
。
高

知
立
志
社
設
立
に
参
加
し
、
明
治
一
三
年
代
言
人
免
許
を
受
け
て
こ
れ

を
職
業
と
す
る
か
た
わ
ら
自
由
党
員
と
し
て
中
四
国
地
方
を
遊
説
し
て

回
り
、
一
六
、
七
年
こ
ろ
よ
り
宇
和
島
に
寄
宿
し
た
。
同
地
で
山
崎
惣

六
ら
を
説
得
し
て
三
大
事
件
建
白
運
動
を
展
開
、
宇
和
四
郡
の
旧
里
正

そ
の
他
農
商
民
の
主
立
っ
た
者
を
勧
誘
し
て
署
名
集
め
に
奔
走
、
宇
和

郡
建
白
代
表
者
と
し
て
上
京
し
た
が
、
保
安
条
例
で
退
去
二
年
六
ヵ
月

を
命
ぜ
ら
れ
た
。
予
讃
分
県
前
後
に
は
宇
和
島
大
同
派
の
中
心
人
物
と

し
て
活
躍
、
明
治
二
二
年
一
月
の
県
会
議
員
選
挙
で
自
ら
も
当
選
し
た

が
、
こ
の
年
一
一
月
の
通
常
県
会
で
反
対
派
の
有
友
正
親
ら
が
議
員
資

格
地
租
一
〇
円
に
満
た
な
い
と
問
題
に
し
、
や
が
て
議
員
を
辞
し
た
。

仲
間
に
は
人
望
が
あ
っ
た
が
、
警
察
や
反
対
派
か
ら
は
「
姦
佞
邪
智
」

と
評
さ
れ
た
。
県
会
議
員
を
辞
職
し
た
後
、
二
三
年
三
月
愛
国
公
党
勧

誘
に
来
松
し
た
板
垣
退
助
の
歓
迎
会
に
出
席
し
た
の
を
最
後
に
県
政
界

の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
た
。
昭
和
七
年
三
月
三
日
、
七
九
歳
で
没
し

た
。（
以
上
、「
愛
媛
・
人
物
」
二
七
七
〜
二
七
八
頁
）

八
十　

乙
種　

高
知
県
士
族　

坂
義
三

本
籍　

高
知
県
土
佐
国
土
佐
郡
赤
石
三
十
四
番
屋
敷　

当
時　

北
宇
和

郡
佐
伯
町
五
十
番
地
寄
留

生
年
月
日　

嘉
永
五
年
九
月
生

性
質　

姦
佞
邪
智

伎
倆　

普
通
ノ
学
力
ヲ
有
シ
稍
々
法
律
ニ
通
シ
言
論
ニ
長
ス
。

家
属　

父
及
ヒ
妻
子
ア
リ
。

財
産　

五
百
円
余
ノ
財
産
ヲ
有
ス
。

主
義　

自
由

挙
動　

常
ニ
代
言
ヲ
以
テ
裁
判
所
ニ
出
入
シ
、
又
政
党
員
ト
交
際
シ

時
々
高
知
ヘ
往
復
セ
リ
。

名
望　

可
ナ
リ
人
望
ア
リ
。

履
歴　

明
治
九
年
ノ
頃
高
知
県
十
等
警
部
ヲ
奉
職
セ
シ
カ
程
ナ
ク
辞
職

シ
、
同
十
三
年
中
代
言
免
許
ヲ
受
ケ
其
后
福
井
県
下
越
前
国
地
租
再

検
査
ニ
際
シ
一
時
雇
ハ
レ
テ
周
旋
セ
シ
コ
ト
ア
リ
シ
モ
、
頗
ル
狡
猾

貪
欲
ノ
呼
ヲ
受
ケ
間
モ
ナ
ク
解
放
セ
ラ
レ
、
爾
後
四
国
或
ハ
中
国
広

島
辺
ヲ
徘
徊
セ
シ
ガ
明
治
十
六
、
七
年
ノ
頃
ヨ
リ
本
県
下
宇
和
島
ニ

寄
留
シ
、
代
言
ヲ
ナ
セ
リ
。
然
ル
ニ
廿
年
十
一
月
該
地
建
白
委
員
ト

ナ
リ
上
京
セ
シ
ガ
、
保
安
条
例
ニ
ヨ
リ
退
去
二
年
六
ヶ
月
ヲ
命
セ
ラ

レ
タ
リ
。

備
考　

高
知
県
立
志
社
設
立
ノ
際
等
ハ
周
旋
奔
走
頻
ニ
尽
力
シ
タ
ル
趣
、

自
ラ
称
言
ス
ル
モ
実
否
詳
ナ
ラ
ス
、
併
シ
旧
自
由
党
ノ
一
人
ニ
シ
テ

明
治
十
二
、
三
年
ノ
頃
ハ
該
県
ニ
テ
頻
リ
ト
演
説
等
ヲ
ナ
シ
タ
ル
由

ニ
聞
ク
。（
以
上
、「
政
党
員
名
簿
」
七
九
頁
）

②　

清
水
新
三
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四
二
一

四
二
一

嘉
永
六
年
九
月
〜
大
正
五
年
二
月
二
九
日
。
族
籍
、
愛
媛
県
士
族
。
宇

和
島
藩
士
清
水
長
蔵
の
長
男
。
宇
和
島
の
代
言
人
岩
本
新
と
交
わ
り
、

法
律
学
を
修
め
、
明
治
一
八
年
一
月
、
宇
和
島
に
お
い
て
代
言
免
許
。

明
治
二
三
年
、
宇
和
島
代
言
人
組
合
会
長
。
明
治
二
六
年
五
月
二
日
、

松
山
地
裁
検
事
局
に
弁
護
士
登
録
。
明
治
二
一
年
、
明
治
三
二
年
、
県

会
議
員
に
当
選
。
改
進
党
員
。（
以
上
、「
代
言
人
」
一
六
四
頁
）

清
水
新
三

嘉
永
六
年
〜
大
正
五
年
（
一
八
五
三
〜
一
九
一
六
）
弁
護
士
、
県
会
議

員
・
副
議
長
。
宇
和
島
で
三
大
事
件
建
白
運
動
に
奔
走
し
た
。
嘉
永
六

年
九
月
二
八
日
、
宇
和
島
城
下
裡
町
で
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
た
。
維
新

後
捕
亡
吏
と
な
り
、
師
範
学
校
幹
事
を
奉
じ
、
小
学
校
教
員
な
ど
を
努

め
、
一
二
年
東
宇
和
郡
長
告
森
良
の
下
で
郡
書
記
に
な
っ
た
。
や
が
て

代
言
人
の
免
許
を
得
、
二
〇
年
ご
ろ
三
大
事
件
建
白
運
動
が
起
こ
る
と
、

坂
義
三
ら
と
共
に
建
白
署
名
集
め
に
奔
走
し
た
。
二
一
年
、
坂
・
山
崎

惣
六
ら
大
同
団
結
派
と
絶
交
し
て
堀
部
彦
次
郎
ら
と
愛
媛
の
改
進
党
旗

上
げ
に
参
加
、
二
二
年
一
月
の
選
挙
で
は
大
同
派
に
敗
れ
た
。
二
〇
年

代
宇
和
郡
各
地
で
展
開
さ
れ
た
無
役
地
訴
訟
で
は
被
告
旧
庄
屋
の
代
理

人
を
務
め
、
農
民
と
は
一
線
を
画
し
た
。
三
二
年
九
月
再
度
県
会
議
員

に
な
り
、
三
六
年
三
月
〜
一
〇
月
副
議
長
を
務
め
た
。
そ
の
後
、
弁
護

士
業
に
専
念
し
た
。
大
正
五
年
二
月
二
九
日
、
六
二
歳
で
没
し
た
。（
以

上
、「
愛
媛
・
人
物
」
二
八
九
頁
）

八
十
六　

乙
種　

代
言
人　

清
水
新
三

本
籍　

北
宇
和
郡
裡
町

生
年
月
日　

嘉
永
六
年
九
月
二
十
八
日

性
質　

温
順
ニ
シ
テ
活
発

伎
倆　

法
律
ニ
精
シ
ク
少
シ
ク
弁
舌
ア
リ

家
属　

妻
ア
リ
母
ア
リ
妹
一
人
子
三
人

財
産　

○

主
義　

自
由

挙
動　

常
ニ
自
由
主
義
ヲ
執
ル
者
ト
交
際
相
往
来
ス
。

名
望　

業
体
ニ
ヨ
リ
市
街
ニ
名
望
ア
リ
。

履
歴　

八
九
年
前
捕
亡
吏
ヲ
奉
ジ
、
師
範
学
校
幹
事
ヲ
奉
シ
、
四
五
年

前
小
学
教
員
及
東
宇
和
郡
郡
書
記
ヲ
奉
シ
タ
ル
事
ア
リ
、
辞
シ
テ
代

言
人
ト
ナ
ル
。

備
考　

○ 

（
以
上
、「
政
党
員
名
簿
」
八
一
頁
）

③　

山
村
豊
次
郎

明
治
二
年
〜
昭
和
一
三
年
（
一
八
六
九
〜
一
九
三
八
）
初
代
宇
和
島
市

長
・
衆
議
院
議
員
。
明
治
二
年
三
月
一
六
日
、
宇
和
島
城
下
笹
町
（
現

宇
和
島
市
）
で
士
族
村
松
喜
久
蔵
の
次
男
に
生
ま
れ
た
。
後
に
政
敵
と

し
て
争
う
国
民
党
―
憲
政
会
代
議
士
村
松
恒
一
郎
は
兄
で
あ
る
。
三
年

父
が
士
族
株
を
買
っ
て
別
家
さ
せ
山
村
を
名
乗
っ
た
。
鶴
島
小
学
校
卒

業
後
、
末
広
静
の
静
古
薗
、
加
藤
自
謙
の
継
志
館
な
ど
に
学
ん
だ
が
、
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四
二
〇

四
二
〇

家
が
貧
し
く
宇
和
島
裁
判
所
給
仕
や
西
宇
和
郡
役
所
臨
時
雇
な
ど
で
家

計
を
助
け
た
。
政
治
に
関
心
を
示
し
始
め
た
の
は
代
言
人
坂
義
三
の
事

務
を
手
伝
っ
て
か
ら
で
、
大
同
団
結
運
動
に
参
加
し
て
二
三
年
の
第
一

回
衆
議
院
議
員
選
挙
で
は
末
広
鉄
腸
の
運
動
員
と
し
て
活
躍
、
同
年
末

広
の
つ
て
で
大
阪
の
関
西
日
報
に
入
社
、
つ
い
で
東
京
の
新
聞
国
民
に

移
っ
た
。
二
四
年
日
本
法
律
学
校
（
現
日
本
大
学
）
に
入
学
、
代
議
士

牧
野
純
蔵
の
書
生
に
住
み
こ
み
苦
学
し
た
。
二
八
年
弁
護
士
試
験
に
合

格
し
て
宇
和
島
に
帰
り
、
法
律
事
務
所
を
開
い
た
。
自
由
党
に
入
党
し
、

三
二
年
宇
和
島
町
会
議
員
、
三
三
年
北
宇
和
郡
会
議
員
に
当
選
、
三
六

年
郡
会
議
長
に
選
ば
れ
た
。
明
治
三
九
年
七
月
重
岡
薫
五
郎
死
去
に
伴

う
衆
議
院
補
欠
選
挙
に
、
政
友
会
か
ら
立
候
補
し
て
当
選
し
た
が
、
一

家
の
扶
養
の
義
務
や
兄
村
松
恒
一
郎
と
の
政
争
の
回
避
な
ど
を
理
由
に
、

四
一
年
五
月
の
選
挙
で
は
出
馬
を
辞
退
、
以
後
、
代
議
士
に
な
る
こ
と

を
断
念
し
て
地
方
政
治
に
専
念
し
た
。
四
四
年
宇
和
島
運
輸
会
社
取
締

役
、
大
正
二
年
宇
和
水
電
取
締
役
、
五
年
鶴
島
漁
業
組
合
連
合
会
長
な

ど
を
歴
任
し
て
、
九
年
宇
和
島
町
長
に
推
さ
れ
て
就
任
し
た
。
政
治
力

で
市
制
実
施
を
進
め
て
大
正
一
一
年
五
月
初
代
市
長
に
就
任
し
た
。
市

庁
舎
の
建
設
、
港
湾
改
修
、
水
道
建
設
な
ど
を
推
進
し
た
が
、
一
五
年

一
月
市
会
議
員
選
挙
に
お
け
る
市
吏
員
の
失
態
の
責
任
を
負
い
辞
職
し

た
。
山
村
が
去
っ
た
後
、
市
当
局
と
市
会
の
対
立
や
党
派
抗
争
で
市
制

が
渋
滞
し
た
の
で
、
昭
和
二
年
三
月
再
び
市
長
に
返
り
咲
い
た
が
、
懸

案
の
須
賀
川
付
替
工
事
で
反
対
派
が
市
長
不
信
任
案
を
可
決
し
た
の
で
、

五
年
一
〇
月
任
期
途
中
で
市
長
を
退
い
た
。
公
職
を
離
れ
る
と
同
時
に

弁
護
士
を
開
業
し
、
宇
和
島
鉄
道
会
社
社
長
・
南
予
時
事
新
聞
社
社

長
・
宇
和
島
運
輸
取
締
役
を
兼
ね
た
。
昭
和
七
年
二
月
の
第
一
八
回
衆

議
院
議
員
選
挙
の
候
補
に
政
友
会
か
ら
懇
請
さ
れ
た
が
、
民
政
党
代
議

士
村
松
恒
一
郎
と
の
競
争
に
な
る
た
め
熟
慮
し
た
の
ち
立
ち
、
当
選
し

た
。
一
一
年
二
月
の
衆
議
院
議
員
選
挙
で
も
再
選
さ
れ
、
宇
和
島
鉄
道

の
国
鉄
移
管
な
ど
を
斡
旋
し
た
。
昭
和
一
三
年
九
月
一
三
日
、
六
九
歳

で
没
し
、
宇
和
島
光
国
寺
に
葬
ら
れ
た
。
和
霊
神
社
境
内
に
山
村
豊
次

郎
頌
徳
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。（
以
上
、「
愛
媛
・
人
物
」
六
六
六
〜

六
六
七
頁
）

【
高
松
】

〈
判
検
事
〉

①　

小
川
正
治

判
事
、
検
事

生
年
：
安
政
六
年
六
月
二
五
日

没
年
：
不
詳

族
籍
等
：
神
奈
川
士
族
。

経
歴
等
：
明
治
一
六
年
七
月
、
司
法
省
法
学
校
（
速
成
科
二
期
生
）
を

卒
業
し
て
判
事
補
と
な
り
、
新
潟
始
審
裁
判
所
詰
、
に
編
入
と
な
り
、

松
山
始
審
裁
判
所
詰
、
宇
和
島
支
庁
詰
、
高
松
支
庁
詰
を
経
て
、
明
治

二
〇
年
一
二
月
、
治
安
裁
判
所
判
事
に
任
じ
ら
れ
た
。
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履
歴
：（
省
略
）

（
以
上
、「
明
治
法
曹
」
第
一
九
分
冊
、
二
〇
頁
）

②　

近
藤
熊
孺

松
山
始
審
裁
判
所
高
松
支
庁
判
事
（
明
治
二
一
年
「
職
員
録
」
に
よ
る
）

③　

須
古
織
之
助

松
山
始
審
裁
判
所
高
松
支
庁
検
事
（
明
治
二
一
年
「
職
員
録
」
に
よ
る
）

④　

土
屋
兼
雄

松
山
始
審
裁
判
所
高
松
治
安
裁
判
所
判
事
（
明
治
二
一
年
「
職
員
録
」

に
よ
る
）

⑤　

宮
田
〔
英
太
郎
〕

松
山
始
審
裁
判
所
高
松
支
庁
判
事
試
補
（
明
治
二
一
年
「
職
員
録
」
に

よ
る
）

〈
代
言
人
〉

①　

赤
尾
勘
太

代
言
人
・
弁
護
士
（
東
京
、
丸
亀
、
高
松
）

生
年
：
安
政
五
年
一
二
月

没
年
：
不
詳

族
籍
等
：
香
川
県
士
族
。
赤
尾
甚
蔵
の
長
男
。
号
、
嘯
。

経
歴
等
：
明
治
一
七
年
、
帝
国
大
学
別
科
に
入
学
し
、
明
治
一
九
年
四

月
、
司
法
省
法
学
校
速
成
科
（
三
期
生
）
に
編
入
と
な
り
、
同
校
を
卒

業
し
、
明
治
二
一
年
二
月
、
代
言
免
許
を
受
け
た
。

事
務
所
：
東
京
大
久
保
余
丁
町
（
明
二
三
）、
香
川
県
丸
亀
市
九
番
町

（
明
三
六
）、
丸
亀
市
塩
飽
町
。
出
張
所
、
高
松
市
西
新
通
町
（
大
三
）。

公
職
等
：
丸
亀
市
会
議
員
。
明
治
三
二
年
五
月
、
丸
亀
市
に
市
制
が
実

施
さ
れ
た
際
に
当
選
（
一
級
）。
そ
の
後
、
明
治
四
一
年
四
月
ま
で
。
明

治
四
四
年
四
月
か
ら
大
正
三
年
ま
で
。

香
川
県
会
議
員
。
吉
岡
六
蔵
辞
職
に
伴
う
補
欠
選
挙
に
お
い
て
当
選
。

履
歴
：（
省
略
）

（
以
上
、「
明
治
法
曹
」
第
一
分
冊
、
二
〇
頁
）

②　

尾
崎
幾
三
郎

代
言
人
・
弁
護
士
（
大
阪
、
函
館
、
大
津
、
札
幌
、
福
島
）

生
年
：
不
詳

没
年
：
不
詳

族
籍
等
：
滋
賀
県
士
族
。

経
歴
等
：
明
治
一
八
年
一
月
、
大
阪
に
お
い
て
代
言
免
許
。
奈
良
東
向

南
町
に
事
務
所
開
設
。
明
治
二
六
年
五
月
一
日
、
函
館
地
裁
検
事
局
に

弁
護
士
登
録
。
明
治
三
三
年
三
月
、
大
津
地
裁
に
登
録
換
え
、
明
治
三

五
年
九
月
、
札
幌
地
裁
に
登
録
換
え
、
更
に
そ
の
後
、
福
島
県
に
移
っ
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四
一
八

四
一
八

た
。

履
歴
：（
省
略
）

（
以
上
、「
明
治
法
曹
」
第
二
〇
分
冊
、
一
五
頁
）

③　

川
口
萬
之
助

代
言
人
・
弁
護
士
（
東
京
、
高
松
）

生
年
：
文
久
三
年
こ
ろ
。

没
年
：
大
正
四
年
三
月
四
日

族
籍
等
：
栃
木
県
平
民
。
出
身
地
、
下
野
国
足
利
。

経
歴
等
：
明
治
一
七
、
八
年
こ
ろ
上
京
し
、
麹
町
の
広
瀬
の
塾
で
漢
学

を
学
び
、
更
に
、
明
治
法
律
学
校
に
通
っ
て
、
明
治
一
九
年
一
二
月
、

代
言
人
試
験
に
及
第
し
、
明
治
二
〇
年
一
月
か
ら
代
言
免
許
を
受
け
た
。

た
だ
し
、
明
治
法
律
学
校
は
卒
業
し
て
い
な
い
。
牛
込
の
寺
の
一
隅
を

借
り
て
代
言
事
務
所
を
開
い
た
が
、
明
治
二
一
年
、
あ
る
先
輩
か
ら
さ

ん
州
に
事
件
が
あ
る
の
で
行
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
、
三
河
と
思
っ
て
承

知
し
た
と
こ
ろ
、
さ
ん
州
と
は
讃
州
高
松
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
断
る

わ
け
に
も
行
か
ず
、
高
松
に
出
張
し
た
。
高
松
で
は
、
次
の
期
日
が
一

〇
数
日
後
で
あ
っ
た
が
、
東
京
と
四
国
を
往
復
し
て
は
不
経
済
で
あ
る

の
で
、
次
の
期
日
ま
で
滞
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
東
京
か
ら
え
ら
い
代

言
人
が
来
て
い
る
と
評
判
が
立
ち
、
事
件
を
依
頼
に
来
る
者
が
増
え
て
、

東
京
に
帰
り
に
く
く
な
り
、
結
局
高
松
に
事
務
所
を
開
く
こ
と
に
な
っ

た
。
明
治
二
六
年
五
月
一
日
、
高
松
地
裁
検
事
局
に
弁
護
士
登
録
。

公
職
等
：
高
松
市
会
議
員
、
議
長
。

履
歴
：（
省
略
）

（
以
上
、「
明
治
法
曹
」
第
二
五
分
冊
、
一
八
頁
）

④　

田
尾
貫
吾

？
〜
大
正
六
年
。
族
籍
、
長
崎
県
平
民
。
明
治
一
三
年
一
二
月
、
大
阪

に
お
い
て
代
言
免
許
。
明
治
一
六
年
こ
ろ
、
高
松
に
移
っ
た
。
明
治
二

六
年
五
月
一
日
、
高
松
地
裁
検
事
局
に
弁
護
士
登
録
。
明
治
三
〇
年
七

月
、
西
条
区
裁
判
事
に
任
官
し
た
。
明
治
三
一
年
八
月
、
同
区
裁
検
事

に
転
じ
、
そ
の
後
、
明
治
三
二
年
七
月
か
ら
松
山
区
裁
検
事
、
明
治
三

三
年
五
月
か
ら
福
江
区
裁
検
事
、
同
年
一
〇
月
か
ら
小
倉
区
裁
検
事
、

明
治
三
四
年
一
二
月
か
ら
久
留
米
区
裁
検
事
、
明
治
三
五
年
七
月
か
ら

福
岡
区
裁
検
事
、
明
治
三
七
年
八
月
か
ら
同
区
裁
検
事
を
務
め
た
。
明

治
三
八
年
四
月
、
大
島
区
裁
検
事
に
移
動
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
同
年
六

月
、
退
職
し
た
。
そ
の
後
、
福
岡
県
行
橋
で
弁
護
士
を
し
た
が
、
明
治

四
二
年
八
月
、
再
度
検
事
に
任
官
し
、
増
田
区
裁
検
事
と
な
り
、
明
治

四
三
年
一
一
月
か
ら
今
橋
区
裁
検
事
、
明
治
四
四
年
一
二
月
か
ら
高
梁

区
裁
検
事
を
務
め
、
大
正
二
年
五
月
、
休
職
と
な
っ
た
。（
以
上
、「
代

言
人
」
一
八
二
頁
）

⑤　

日
比
野
何
限

？
〜
明
治
三
九
年
八
月
こ
ろ
。
族
籍
、
高
知
県
士
族
。
明
治
一
三
年
一
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四
一
七

二
月
、
京
都
に
お
い
て
代
言
免
許
。
明
治
一
九
年
こ
ろ
、
高
松
に
移
転
。

明
治
二
六
年
五
月
一
日
、
高
松
地
裁
検
事
局
に
弁
護
士
登
録
。
明
治
三

九
年
八
月
一
四
日
、
死
去
に
よ
り
弁
護
士
登
録
取
消
。（
以
上
、「
代
言

人
」
二
六
四
頁
）

⑥　

松
本
茂

生
没
年
不
詳
。
族
籍
、
香
川
県
平
民
。
明
治
一
六
年
一
月
、
高
松
に
お

い
て
代
言
免
許
。
明
治
二
六
年
五
月
一
日
、
高
松
地
裁
検
事
局
に
弁
護

士
登
録
。（
以
上
、「
代
言
人
」
二
九
一
頁
）

⑦　

真
鍋
佐
太
郎

？
〜
明
治
二
八
年
四
月
二
八
日
。
族
籍
、
香
川
県
平
民
。
明
治
五
年
に

北
海
道
開
拓
使
産
物
会
社
に
入
る
が
、
明
治
七
年
に
は
、
郷
里
に
お
い

て
、
代
書
代
言
の
業
に
就
く
。
明
治
一
三
年
一
二
月
、
愛
媛
に
お
い
て

代
言
免
許
。
高
松
代
言
人
組
合
に
属
す
。
明
治
二
六
年
五
月
一
日
、
高

松
地
裁
検
事
局
に
弁
護
士
登
録
。
高
松
町
会
議
員
。（
以
上
、「
代
言
人
」

二
九
四
頁
）

⑧　

六
車
與
平

？
〜
明
治
三
五
年
。
族
籍
、
香
川
県
平
民
。
明
治
一
六
年
七
月
、
奈
良

に
お
い
て
代
言
免
許
。
そ
の
後
、
高
松
に
移
り
、
明
治
二
六
年
五
月
一

日
、
高
松
地
裁
検
事
局
に
弁
護
士
登
録
。
明
治
二
三
年
三
月
、
高
松
市

会
議
員
に
当
選
。
二
期
を
努
め
る
。
同
年
四
月
か
ら
明
治
二
四
年
一
月

ま
で
、
議
長
代
理
。
明
治
三
五
年
四
月
一
四
日
、
死
去
に
よ
り
弁
護
士

登
録
取
消
。（
以
上
、「
代
言
人
」
三
〇
六
頁
）




